
   四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 四街道市国民健康保険税条例（昭和３９年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第３条第１項中「１００分の７．１７」を「１００分の７．９６」に改める。 

第５条中「１７，０００円」を「１９，７００円」に改める。 

第５条の２第１号中「１９，６００円」を「２１，７００円」に改め、同条第２号中「 

９，８００円」を「１０，８５０円」に改め、同条第３号中「１４，７００円」を「 

１６，２７５円」に改める。 

第６条中「１００分の１．８９」を「１００分の２．２８」に改める。 

第７条中「１７，５００円」を「１９，３００円」に改める。 

第８条中「１００分の１．８７」を「１００分の２．２」に改める。 

第９条中「１６，２００円」を「１７，６００円」に改める。 

第２１条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第１号ア中「１１，９００

円」を「１３，７９０円」に改め、同号イ(ア)中「１３，７２０円」を「１５，１９０円」 

に改め、同号イ (イ)中「６，８６０円」を「７，５９５円」に改め、同号イ (ウ)中「 

１０，２９０円」を「１１，３９３円」に改め、同号ウ中「１２，２５０円」を「 

１３，５１０円」に改め、同号エ中「１１，３４０円」を「１２，３２０円」に改め、同

項第２号ア中「８，５００円」を「９，８５０円」に改め、同号イ(ア)中「９，８００円」

を「１０，８５０円」に改め、同号イ(イ)中「４，９００円」を「５，４２５円」に改め、

同号イ(ウ)中「７，３５０円」を「８，１３８円」に改め、同号ウ中「８，７５０円」を「

９，６５０円」に改め、同号エ中「８，１００円」を「８，８００円」に改め、同項第３ 

号ア中「３，４００円」を「３，９４０円」に改め、同号イ(ア)中「３，９２０円」を「 

４，３４０円」に改め、同号イ(イ)中「１，９６０円」を「２，１７０円」に改め、同号イ 

(ウ)中「２，９４０円」を「３，２５５円」に改め、同号ウ中「３，５００円」を「 

３，８６０円」に改め、同号エ中「３，２４０円」を「３，５２０円」に改め、同条第２

項第１号ア中「２，５５０円」を「２，９５５円」に改め、同号イ中「４，２５０円」を

「４，９２５円」に改め、同号ウ中「６，８００円」を「７，８８０円」に改め、同号エ 

中「８，５００円」を「９，８５０円」に改め、同項第２号ア中「２，６２５円」を「 

２，８９５円」に改め、同号イ中「４，３７５円」を「４，８２５円」に改め、同号ウ中

「７，０００円」を「７，７２０円」に改め、同号エ中「８，７５０円」を「９，６５０

円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の四街道市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年 

度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、 

なお従前の例による。 


